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｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(要約)

第16条(投棄禁止)

何人も､みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第25条(罰則)

第16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者は、

5年以下の懲役もしくはI,000万円以下の

罰金に処し､またはこれを併科する。
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家財道具など約１００ｋｇを投棄

した者に対し､50万円の罰金が

科せられたケースがあります。

わすかな処理費用を揃しんだば

かりに､社会的信用を失うこと

になりかねません。
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●ひとりひとりが自覚を持ち､自分のごみは自分で適正に処

　理しましょう。

●まちをいつも美しく保つため､地域で協力してごみを捨て

　られない環境をつくりましょう。

●土地や建物の占有者(管理者)は、

　不法投棄を誘発しないよう清

　潔の保持に努めましょう。

●みんなの目で､ごみの不法投棄

　を監視しましょう。

゛‘''゛゛ミ゛゛〃愕鴨

岐阜市環境事業部
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2011年(平成23年)7月24日

までに全てのアナログ放

送が終了します。ご不要に

なりましたテレビの処理は、

小売店もしくは環境事業課

まで､ご相談ください。
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